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スクールカウンセラー 出張教育相談 電話相談来所相談 

・ 年間35回（週１回程

度） 

・ 9 時～17 時の間の６

時間 

・ 市内各中学校 

月２回 9 時～17 時 
（センター発着） 
・市内各小学校 

月～金および第三日曜日 9時～5時 

教育センター 

幼児、小学生、 
中学生、保護者、
教職員 ３歳～１８歳の本人、保護者 

不登校、情緒、行動、学習、発達、就学、進路、ことば、交友、いじめ等教育上の諸問

題。またそれらに関わる子ども理解を進めるための内容 

 府派遣のカウンセ
ラー 

 長期休業中はお休
み 

 教育センターの相
談員を派遣 

 長期休業中はお休
み 

 通年で実施 
学校、子どもに知
られずに相談でき
る。 

 毎週の相談が可能 

相談は単発で実施。

（予約や相談員の指

名はできない） 

 小学校を通じ、相
談員に相談予約 

 教育センターに電
話予約 

中学校を通じ、カ
ウンセラーに相
談予約 

教育センター 
06-6384-4488 
に電話で予約 

06-6384-4488 
（電話相談ダイヤル） 
06-6337-5411 
（いじめ相談ダイヤル） 
に電話 

小学生、中学生、 
保護者、教職員 
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・ 小中学校は随時（巡

回Co.との設定による）

・ 幼稚園は定期巡回

あり 

 月～金 

 10 時～15 時 

 教育センター、自然

体験交流センター 

 火曜 10：00～15：50

 金曜 10：00～16：00

     ※ 祝日は除く 

 教育センター   

                                  
        

内 

容 

教職員（個人では

なく学校からの

依頼による） 

通常学級在籍の

小学生、中学生 
本人、保護者 

不登校の児童生徒の

体験活動を通しての

集団適応 

・ 発達に課題のある子

どもに対する授業方

法や指導について

のアドバイス(そのた

めの授業参観含む) 

・ ケース会議出席 

・ 校園内研修での講

師など 
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 遠足、キャンプ、運

動会、お楽しみ会な

ど。 
 午前中は学習活動

月に一回保護者面

接が必要 
 学校との連携会議、

担任と随時連絡あり 

 学習支援活動が中

心。学期に一回保

護者面接が必要 
 学校との連携会

議、担任と随時連

絡あり 

中高生、中学卒業

後、高校中退後、

進路未決定の人

が対象 

校園長を通じ、巡回

相談依頼書の提出 
06-6384-4488

に直接電話 

発達に課題のある幼

児、通常学級在籍の

児童生徒理解につい

て 

不登校の児童生徒

の学習支援 
経済的な事由につ

いての進路相談 

 月～金 

 10 時～15 時 

 竹見台多目的施設

校長を通じ、見学・

体験を経て入会 

巡回相談 光の森活動 学びの森活動 進路選択支援事業

校長を通じ、見学・

体験を経て入会 

通常学級在籍の

小学生、中学生 

吹 田 市 立 教 育 セ ン タ ー の 教 育 相 談 事 業 

家庭訪問活動 

家庭訪問活動 
週１回各家庭で 

家庭訪問活動  
フレンドとのかかわりの
中での人間関係づくり。 
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平成22(2010)年 
12月2日発行 
吹田市立教育センター

吹田市出口町２－１ 
ＴＥＬ 06-6388-1455保存版 

※ スクールカウンセラー、出張教育相談、来所相談を重複して受けることや、他の機関での相談と出張、来所相談を並行して受けることはできません。それは、それぞれの場から少しずつ違ったアドバイスがあった時に、相談者に混乱をもたらすことがあるからです。 

教
育
相
談 

活用してください！

各校園では子どもたちの「確かな学力」定着をめざして、さまざまな取組を展開されている

ことと思いますが、学習課題以前に「学び」に向きあう環境に困難を抱えている子どもたちが

います。そんな課題を解決するための支援となるのが「教育相談」です。平成２１年度（2009

年度）には延べ１７，０００人あまりの幼児・児童生徒・保護者・教員が教育相談を利用しま

した。 

今号では学力を支え、子ども理解をより深める「教育相談」をさまざまな角度から紹介し、

活用していただくためのヒントを提示していきます。それぞれの内容をご覧いただき、教育相

談の効果的な活用をお願いします。 



本当の気持ちを解き放つ  ～不登校から学校復帰へ～ 

小６のＤさん。お腹や頭が痛いと言うことはあっても、休まず登校しトラブルなく学校生活を送ってい 

ました。とても気遣いのできる子で「ありがとう。」と感謝されるのが嬉しくて、友達が嫌な係になったとき 

にはやりたくなくても頼まれるとやってあげていました。しかし、突然「学校に行きたくない。」と学校を休 

み始めました。理由がはっきりせず、Ｄさんは何も話しません。休み始めてからはイライラし、母親に 

「うるさい！」「ほっといて！」と口答えすることが急に増えました。 

困り果てた母親は、担任に相談し、担任は家庭訪問をし、Ｄさんに電話するなど一生懸命関わりましたが、Ｄさんは担任と

会うのを拒否しました。担任は母親に教育相談を勧め、教育相談に通うようになりました。そんな状況でもＤさんは母親がつ

らそうな表情をしていると「大丈夫？」と心配し肩をたたいてあげるなどわがままも言わず、相手の喜びを自分の喜びとしてい

るようなところがみられました。相談員は母親とＤさんの特徴や思いを共有し、今は登校刺激を控え、我慢していることがあ

ればそれを汲み取って言葉にしてあげることを提案しました。すると、Ｄさんの苛立ちは収まり始め、ゆったり過ごせるように

変化していきました。同時に不満や今まで我慢していたことを話し始め、「今、学校で何の授業してるんやろ？」と自然と学校

へ目が向き始めるようになりました。こんな様子が面接で母親から話されたため、登校刺激を再開しました。初めは困惑して 

いたＤさんでしたが、担任の家庭訪問を楽しみにし始め、しばらくすると自分から学校へ登校し始めました。 

惜しかっただけなんだ！ ～情緒と発達について～ 

学習の遅れが気になり、母親と来談した小学５年のＣさん。テストの点数はほとんど取れず、勉強にも自信

がなく、友達作りもうまくいきませんでした。発達面や理解力に心配があった母親の希望で発達検査をする

と、能力は高いが極端なアンバランスを抱えているタイプだと分かりました。検査も含め、何回かＣさん自身が

来談したある日、テストの束を持参してきました。Ｃさんは「私こんなにできないねん」という気持ちです。しかし

Ｃさんの持っている力からすると、点数に反映されておらず、全くできていないところばかりでなく、ちょっとした間違いも目立

ちました。そこで、相談員がＣさんのがんばった気持ちを励ましつつ「Ｃさん、こことっても惜しいね。」とできているところに着

目した声掛けをしました。 

後日、母親から「先生が惜しいねって言ってくれたの。私、できないんじゃなくて惜しかったんだね。」と、とても嬉しそうな様

子で意欲的に勉強に取り組むようになったと聞かされました。こうして自信と意欲を回復したＣさんは、自分の苦手なところに

少しずつ気づけるようになり、そのことが自己理解を深め、人間関係にも生かせるようになっていきました。 

小４のＥさんは、毎日登校するものの、冬に薄着で登校してくるなど、季節はずれの服装をしたり、同じ 

服を何日も続けて着てくることがあります。友だちとのトラブルでは、感情を爆発させ、物を投げたり暴言 

をはいたりします。注意されると、嘘や言いわけが多く目立つ子どもです。落ち着いている時は、よく話し 

かけてきたり、くっついて甘えるような行動をとっていました。 

ある日、腕にあざがあったので、理由を聞くと「自分でぶつけた。」と答えました。学校は以前にも同じようなあざがあ

ったことや、家からの持ち物がなかなか揃わないこと、保護者と連絡がつきにくいことが気になっていたため、校内ケ

ース会議に出張相談員を入れて検討することにしました。会議では、Ｅさんへの身体的虐待、ネグレクト、心理的虐

待の可能性について話し合われ、本人の状態を詳しく知るため、服装や身体・行動の特徴、保護者とのやりとりの記

録をつけることになりました。その結果、この状態が続けば、Ｅさんの精神的・身体的な発育に悪影響があるという状況

にあったため「虐待の疑い」として指導課に報告することになりました。 

夢をあきらめない ～進路支援選択相談を利用して～ 

中学校２年生のＦさんは、父親を亡くしたことをきっかけに不登校になりました。教育相談担当 

者をする中で中３になってようやく登校ができるようになり、高校進学を目指すことになりましたが、 

遅れていた学習や経済的な面での心配があり、不安な日々を送っていました。教育相談から 

進路選択支援相談の案内もあって、相談をした結果、府育英会から入学金と奨学金、国支援金・府補助金からも授

業料の支援を受けられることがわかり、私立校を受験できることになりました。そこから集中して受験勉強を続け、無事

に合格し、今は、毎日元気に高校生生活を送っています。 

 
 

４年生のＢさんは今まで反抗することなく来ました。ある日、母親がＢさ

んの好きなキノコを出すと、突然「キノコ嫌いなんだ。」とポツリ。「え？今ま

で好きだったでしょ？」「我慢してたんだよ！そのくらいわかれよ！」と目

つきが変わって怒りだしました。それから学校でも些細なことで友達とけ

んかするようになり、「なんでそんなことするの？」「どうしたの？」「言いた

いことがあったら言ってみて」と周りがＢさんに尋ねても、Ｂさんは「別に

…」というだけです。 

 困って相談に来たお母さんとＢさん。「何かイライラしているのかな？」

「みんなにいろいろ聞かれて困った？」と相談員は遊びを通してＢさん

に問いかけて行きました。人形を病人に見立てＢさんは人形を助け

たり、ある時は「薬、なくなった」と        人形を投げ出しました。 

 Ｂさんの家には病気で寝込ん         でいるおばあちゃんがい

ました。おばあちゃんの看病も          あり、家族で出かけること

も少なく、お母さんも忙しそうで          す。相談員は「Ｂさんは

人形（おばあちゃん）に元気になってほしい気持ちと、なんで遊びに行

ったりお母さんと話す時間をとるんだと腹が立つ気持ちと、そう考えちゃ

う自分にびっくりする気持ちといろいろあって、イライラもやもやしていた

んだね」と伝えました。人形を抱きながらじっとＢさんはうずくまりました。

その後、Ｂさんの攻撃的な言動は収まって行きました。 

 子どもは様々な言動を通して、自分でもわからない気持ちや状態を大人

に伝えようとしています。それを「聞きだす」のではなく、伝えたい「感情」とし

て「引き出す」事が大切だと思います。周りが考えたり、感じたり、イメージし

ながら、ぴったりした言葉で理解したことを子どもに伝えられると、少しずつ

子どもに変化が見えてくるのでは…と思います。 

「感情」を引き出すということ 

「虐待」を見つける目

各種福祉サービス 

子ども、保護者の抱える課題

は複数のものが複雑に絡み合

っているケースが増えていま

す。コア会議やケース会議とい

われる会議を持ち、ケースを詳

細に見立て、絡まりあった課題

を解いて、担当者を通じて必要

な相談・支援につないでいくこ

とが、課題の早期解決に結び

つきます。また、校外の福祉機

関をはじめとした社会機関との

連携を行うには SSW（ｽｸｰﾙｿｰ

ｼｬﾙﾜｰｶｰ）の活用も重要です。

不登校 

進路 

経済的事由 

交友関係 

虐待 

情緒的課題 

問題行動 発達 

交友関係 

巡回相談

虐待 

経済的事由 

進路選択相談

進路 

進路指導担当

情緒的課題 

出張・SC・電話・来所相談

問題行動 

生徒指導担当 

学校園における課題整理の仕方
～ある学校の例より～ 

教育相談担当者 

発達 

特別支援教育 Co. 

生徒指導担当 

教育相談担当者 

光の森・学びの森 

不登校 

いじめ不登校担当者・教育相談担当者・生徒指導 

教育委員会指導課 

吹田市児童部 
こども政策室 

子ども家庭センター 

コア会議 
週一回などの短いスパン

で定期的に校長・教頭と各担

当者の固定メンバーで開く、

気になる子どもの情報を交

換する会議。 

ケース会議 
校園内で課題のある子ど

もの実態を把握し、方針につ

いて全教職員の共通理解を

図るための会議。また校外の

関係機関が加わり、学校とと

もに対応を協議する場合  
もある。 

出張教育相談・スクールカウンセラー・電話・来所相談 

サポートセンター等 

幼稚園では学校のモデルを参考にして様々な関係機関と連携していただければと思います。

親子関係を変えるきっかけに… 

中１のＡさん。小学校中学年ころから母親 

に対して反抗的な態度をとっていました。 

母親の言うことに反発することが多く、宿題 

は全くやりません。家では、ちょっと身体が 

ぶつかっただけで「痛いな！」と怒っていました。母親の疲労

感は大きく、押さえつけることばかりに目が向いていました。し

かし相談の中で、Ａさんは強がっているように見えることや、反

抗している態度の裏に何か本当に伝えたい気持ちがあるので

はないかということを話し合いました。その中で母親は、実はＡ

さんの姉に手がかかり、Ａさんにゆっくり関わる時間が持てず

にきたことを語りました。本当は甘えたい気持ちを素直に出せ

ないのかもしれないということに気がつき、以後、Ａさんが怒っ

た態度を取ったときには「～が嫌だったんかな」と気持ちをくみ

取って言葉で返すことを心がけました。すると、自分の気持ち

を分かってもらえるのが嬉しいのか、Ａさんの態度にも変化が

見られ、身体がぶつかっても素直に「ごめん」と謝ったり、「一

緒にお菓子食べよう。」と甘えてくるようになりました。そして、

「お母さんがお姉ちゃんのことばっかり見てるのがイヤ。」と、自

分の本音を母親に伝えることができるようになり、それとともに

反抗的な態度は収まっていきました。 

 こうして保護者は行動の裏にある子どもの気持ちを理解する

ことで、落ち着いて子どもに接することができるようになりまし

た。視点が変化したことで対応も変わり、子どもも変化していき

ます。保護者に落ち着いて子どもに関われるようになってもらう

ことも相談の大きな意義なのです。 

※ この面の文章は事例をもとに教育相談員が執筆しました。


